
（中国語）

漁業法違反（渔业法违反）
〇特定水産動植物の採捕（あわび、なまこ、しらすうなぎ）
捕捞特定水产动植物(鲍鱼，海参，玻璃鳗)
➡３年以下の懲役又は３,０００万円以下の罰金
➡３年以下的徒刑还有3,000万日元的罚款

〇漁業権侵害（渔业权侵害）
➡１００万円以下の罰金
➡１００万日元以下的罚款

採ってはいけない生き物の例

特定水産動植物の密漁は、
特に厳しい罰則があります。

特定水产动植物的非法捕捞是
严格惩罚的
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【お問合せ】【询问】
第四管区海上保安本部 名古屋海上保安部 警備救難課

☎052-661-1615（内線3753）

(公財)海上保安協会 名古屋支部


